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犬の登録・狂犬病予防注射などについて

　　犬の飼い主は、狂犬病予防法により、飼い犬の登録（生涯１回）と狂犬病予防注射（年１回）

　が義務付けられています。

　　犬を飼い始めたら町へ「飼い犬の登録申請書」を提出し、犬の登録をして鑑札の交付を受けて

　ください。飼い犬の登録事項に変更が生じた場合は、「飼い犬の登録事項変更届」を、飼い犬が

　死亡した場合は、「飼い犬の死亡届」を町へ提出してください。

　　狂犬病予防注射は、毎年４月から６月に受けることとされていますが、今年度は、新型コロナ

　ウイルス感染症の影響によるやむを得ない事情により期間内に注射を受けることができなかった

  場合でも、１２月３１日までの間に注射を受けたときは、定められた期間内に注射を受けたもの

　とみなすことが厚生労働省より通知されています。

　　狂犬病は発症後の死亡率が１００％と、とても恐ろしい感染症です。

　　狂犬病予防注射がお済みでない方は、動物病院でお受けいただき、町へ届出をお願いします。

　※問い合わせは、環境整備課　☎８３－２３６７

切
り
取
り
線
（
切
り
取
り
後
、
冷
蔵
庫
な
ど
に
貼
っ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

ほ
か

年
金
の
お
知
ら
せ

◇
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制

度
に
便
乗
し
た
詐
欺
に
ご
注
意

く
だ
さ
い

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制

度
に
便
乗
し
、
厚
生
労
働
省
、

日
本
年
金
機
構
ま
た
は
市
区
町

村
の
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら
、

「
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の

振
込
口
座
が
使
え
な
い
た
め
、

新
し
い
口
座
番
号
、暗
証
番
号
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
教
え
て
ほ
し

い
」
と
い
う
不
審
な
電
話
が
か

か
っ
て
き
た
事
例
が
報
告
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
厚
生
労
働
省
お
よ
び
日
本
年

金
機
構
で
は
、
電
話
で
こ
の
よ

う
な
こ
と
を
お
聞
き
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
電
話
が
あ
っ

て
も
、
口
座
番
号
な
ど
の
個
人

情
報
を
教
え
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所
　
　
☎
30
‐
３
４
１
０

◇
令
和
４
年
の
「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」
を
お
送
り
し
て
い
ま
す

　
令
和
４
年
１
月
１
日
か
ら
９

月
30
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
へ
、

令
和
４
年
分
の
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
を
11
月
に
お
送
り
し
て
い

ま
す
。

　
所
得
税
お
よ
び
住
民
税
の
申

告
に
お
い
て
、
当
年
中
に
納
付

し
た
国
民
年
金
保
険
料
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

　
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る

た
め
に
は
、
納
付
し
た
こ
と
を

証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
令
和
４
年
10
月
１
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、

令
和
４
年
中
に
初
め
て
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に

は
、
令
和
５
年
２
月
に
控
除
証

明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
は
、
ね
ん
き
ん
加

入
者
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０

（
０
０
３
）
０
０
４
（
ナ
ビ
ダ

イ
ヤ
ル
））
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

パブリックコメント募集
　【一般廃棄物処理基本計画（素案）】

　　　令和５年度から令和１４年度を計画期間とする「一般廃棄物処理基本計画（素案）」に対する

　　意見を募集します。

　　　町ホームページ、役場環境整備課に閲覧用の計画（素案）および用紙があります。

　【募集期間】

　　　１２月９日（金）～２３日（金）　土、日曜日は除く

　※受付け、問い合わせは、　環境整備課環境係　☎８３－２３６７
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住
民
課
か
ら
の

お
知
ら
せ

オ
ー
ル
東
京
滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
強
化
月
間
に
伴
う

休
日
・
夜
間
臨
時
納
税
窓
口
の
開
設

　
毎
年
12
月
は
「
オ
ー
ル
東
京

滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
」
強
化
月
間
で

す
。

　
こ
れ
に
伴
い
町
で
は
、休
日
・

夜
間
臨
時
納
税
窓
口
を
つ
ぎ
の

日
程
で
、
役
場
１
階
住
民
課
で

開
設
し
ま
す
。

　
普
段
お
仕
事
な
ど
の
都
合
で

納
税
が
で
き
な
い
方
、
ま
た
、

納
税
に
関
す
る
ご
相
談
な
ど
が

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
こ
の
機
会

を
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

①
休
日
臨
時
納
税
窓
口

〔
日
時
〕
12
月
18
日
（
日
）
　

　
　
　
　
　
24
日
（
土
）

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

②
夜
間
臨
時
納
税
窓
口

〔
日
時
〕
12
月
15
日
（
木
）

           

21
日
（
水
）

           

27
日
（
火
）

　
午
後
５
時
15
分
～
午
後
８
時

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

 １２月は

滞納ＳＴＯＰ強化月間」です

「オール東京

都と区市町村では、安定した税収確保と納税義務の
公平性確保を目指して、１２月を「オール東京滞納ＳＴ
ＯＰ強化月間」と位置づけ、都と区市町村が連携した
広報や催告による納税推進、差押えやタイヤロック、
捜索等の滞納処分など、多様な徴収対策に取り組ん
でいます。

東京都と区市町村が連携し、
徴収対策を集中して実施しています！

令
和
５
年
１
月
か
ら
軽
自
動
車
に
係
る

便
利
な
新
シ
ス
テ
ム
が
始
ま
り
ま
す

〇
軽
自
動
車
税
納
付
確
認
シ

ス
テ
ム
（
軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
）

　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

の
車
両
ご
と
の
納
付
情
報
を
、

軽
自
動
車
検
査
協
会
が
オ
ン

ラ
イ
ン
で
確
認
す
る
シ
ス
テ

ム
が
令
和
５
年
１
月
に
運
用

を
開
始
す
る
予
定
で
す
。

　
こ
の
軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
に
よ
り
、

継
続
検
査
窓
口
で
の
「
納
税

証
明
書
の
提
示
」
が
原
則
不

要
に
な
り
ま
す
。

＊
納
付
情
報
が
軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ

に
反
映
さ
れ
る
ま
で
一
定
の

日
数
が
か
か
り
ま
す
。

〇
軽
自
動
車
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

サ
ー
ビ
ス
（
軽
Ｏ
Ｓ
Ｓ
）

　
行
政
機
関
な
ど
の
窓
口
に

出
向
か
ず
に
、
申
請
・
申
告
・

納
付
の
各
種
手
続
き
を
パ
ソ

コ
ン
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・

タ
ブ
レ
ッ
ト
は
不
可
）
か
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
行
う
こ

と
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
現
在
は
「
継
続
検
査
手
続
」

が
対
象
で
す
が
、
令
和
５
年

１
月
か
ら
「
新
車
購
入
時
の

各
種
手
続
」
が
対
象
に
追
加

さ
れ
ま
す
。

＊
二
輪
・
原
付
・
小
型
特
殊

は
対
象
外
で
す
。

＊
軽
自
動
車
協
会
窓
口
で
の

「
車
検
証
な
ど
」
の
受
け
取
り

は
必
要
で
す
。
　

　
詳
細
は
、
町
ま
た
は
地
方

税
共
同
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
み
な
さ
ん
へ

医
療
費
等
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の

み
な
さ
ん
に
、
ご
自
身
の
健
康

と
医
療
に
対
す
る
認
識
を
深
め

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
診
療

日
数
な
ど
の
受
診
内
容
に
誤
り

が
な
い
か
を
ご
確
認
し
て
い
た

だ
く
た
め
に
、
「
医
療
費
等
通

知
書
」
を
12
月
中
に
お
送
り
し

ま
す
。

　
今
回
の
お
知
ら
せ
は
、
主
に

令
和
３
年
11
月
か
ら
令
和
４
年

６
月
の
間
に
医
療
機
関
で
受
診

さ
れ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、確
定
申
告
（
医
療
費
控
除
）

の
際
に
医
療
費
等
通
知
書
を
添

付
す
る
こ
と
で
、
令
和
４
年
１

月
か
ら
６
月
ま
で
の
診
療
な
ど

に
つ
い
て
は
、
「
医
療
費
控
除

の
明
細
書
」
へ
の
記
載
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
令
和
４
年
７
月
か

ら
12
月
ま
で
の
診
療
な
ど
に
つ

い
て
は
お
持
ち
の
領
収
書
に
基

づ
い
て
別
途
「
医
療
費
控
除
の

明
細
書
」
を
作
成
し
て
申
告
書

に
添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２
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住
民
課
か
ら
の

お
知
ら
せ

オ
ー
ル
東
京
滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
強
化
月
間
に
伴
う

休
日
・
夜
間
臨
時
納
税
窓
口
の
開
設

　
毎
年
12
月
は
「
オ
ー
ル
東
京

滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
」
強
化
月
間
で

す
。

　
こ
れ
に
伴
い
町
で
は
、休
日
・

夜
間
臨
時
納
税
窓
口
を
つ
ぎ
の

日
程
で
、
役
場
１
階
住
民
課
で

開
設
し
ま
す
。

　
普
段
お
仕
事
な
ど
の
都
合
で

納
税
が
で
き
な
い
方
、
ま
た
、

納
税
に
関
す
る
ご
相
談
な
ど
が

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
こ
の
機
会

を
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

①
休
日
臨
時
納
税
窓
口

〔
日
時
〕
12
月
18
日
（
日
）
　

　
　
　
　
　
24
日
（
土
）

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

②
夜
間
臨
時
納
税
窓
口

〔
日
時
〕
12
月
15
日
（
木
）

           

21
日
（
水
）

           

27
日
（
火
）

　
午
後
５
時
15
分
～
午
後
８
時

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

 １２月は

滞納ＳＴＯＰ強化月間」です

「オール東京

都と区市町村では、安定した税収確保と納税義務の
公平性確保を目指して、１２月を「オール東京滞納ＳＴ
ＯＰ強化月間」と位置づけ、都と区市町村が連携した
広報や催告による納税推進、差押えやタイヤロック、
捜索等の滞納処分など、多様な徴収対策に取り組ん
でいます。

東京都と区市町村が連携し、
徴収対策を集中して実施しています！

令
和
５
年
１
月
か
ら
軽
自
動
車
に
係
る

便
利
な
新
シ
ス
テ
ム
が
始
ま
り
ま
す

〇
軽
自
動
車
税
納
付
確
認
シ

ス
テ
ム
（
軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
）

　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

の
車
両
ご
と
の
納
付
情
報
を
、

軽
自
動
車
検
査
協
会
が
オ
ン

ラ
イ
ン
で
確
認
す
る
シ
ス
テ

ム
が
令
和
５
年
１
月
に
運
用

を
開
始
す
る
予
定
で
す
。

　
こ
の
軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
に
よ
り
、

継
続
検
査
窓
口
で
の
「
納
税

証
明
書
の
提
示
」
が
原
則
不

要
に
な
り
ま
す
。

＊
納
付
情
報
が
軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ

に
反
映
さ
れ
る
ま
で
一
定
の

日
数
が
か
か
り
ま
す
。

〇
軽
自
動
車
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

サ
ー
ビ
ス
（
軽
Ｏ
Ｓ
Ｓ
）

　
行
政
機
関
な
ど
の
窓
口
に

出
向
か
ず
に
、
申
請
・
申
告
・

納
付
の
各
種
手
続
き
を
パ
ソ

コ
ン
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・

タ
ブ
レ
ッ
ト
は
不
可
）
か
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
行
う
こ

と
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
現
在
は
「
継
続
検
査
手
続
」

が
対
象
で
す
が
、
令
和
５
年

１
月
か
ら
「
新
車
購
入
時
の

各
種
手
続
」
が
対
象
に
追
加

さ
れ
ま
す
。

＊
二
輪
・
原
付
・
小
型
特
殊

は
対
象
外
で
す
。

＊
軽
自
動
車
協
会
窓
口
で
の

「
車
検
証
な
ど
」
の
受
け
取
り

は
必
要
で
す
。
　

　
詳
細
は
、
町
ま
た
は
地
方

税
共
同
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
み
な
さ
ん
へ

医
療
費
等
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の

み
な
さ
ん
に
、
ご
自
身
の
健
康

と
医
療
に
対
す
る
認
識
を
深
め

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
診
療

日
数
な
ど
の
受
診
内
容
に
誤
り

が
な
い
か
を
ご
確
認
し
て
い
た

だ
く
た
め
に
、
「
医
療
費
等
通

知
書
」
を
12
月
中
に
お
送
り
し

ま
す
。

　
今
回
の
お
知
ら
せ
は
、
主
に

令
和
３
年
11
月
か
ら
令
和
４
年

６
月
の
間
に
医
療
機
関
で
受
診

さ
れ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、確
定
申
告
（
医
療
費
控
除
）

の
際
に
医
療
費
等
通
知
書
を
添

付
す
る
こ
と
で
、
令
和
４
年
１

月
か
ら
６
月
ま
で
の
診
療
な
ど

に
つ
い
て
は
、
「
医
療
費
控
除

の
明
細
書
」
へ
の
記
載
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
令
和
４
年
７
月
か

ら
12
月
ま
で
の
診
療
な
ど
に
つ

い
て
は
お
持
ち
の
領
収
書
に
基

づ
い
て
別
途
「
医
療
費
控
除
の

明
細
書
」
を
作
成
し
て
申
告
書

に
添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課
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No.828 令和 4年 12 月 5 日広 報 お く た ま

住
民
課
か
ら
の

お
知
ら
せ

オ
ー
ル
東
京
滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
強
化
月
間
に
伴
う

休
日
・
夜
間
臨
時
納
税
窓
口
の
開
設

　
毎
年
12
月
は
「
オ
ー
ル
東
京

滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
」
強
化
月
間
で

す
。

　
こ
れ
に
伴
い
町
で
は
、休
日
・

夜
間
臨
時
納
税
窓
口
を
つ
ぎ
の

日
程
で
、
役
場
１
階
住
民
課
で

開
設
し
ま
す
。

　
普
段
お
仕
事
な
ど
の
都
合
で

納
税
が
で
き
な
い
方
、
ま
た
、

納
税
に
関
す
る
ご
相
談
な
ど
が

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
こ
の
機
会

を
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

①
休
日
臨
時
納
税
窓
口

〔
日
時
〕
12
月
18
日
（
日
）
　

　
　
　
　
　
24
日
（
土
）

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

②
夜
間
臨
時
納
税
窓
口

〔
日
時
〕
12
月
15
日
（
木
）

           

21
日
（
水
）

           

27
日
（
火
）

　
午
後
５
時
15
分
～
午
後
８
時

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課
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83
‐
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９
０

 １２月は

滞納ＳＴＯＰ強化月間」です

「オール東京

都と区市町村では、安定した税収確保と納税義務の
公平性確保を目指して、１２月を「オール東京滞納ＳＴ
ＯＰ強化月間」と位置づけ、都と区市町村が連携した
広報や催告による納税推進、差押えやタイヤロック、
捜索等の滞納処分など、多様な徴収対策に取り組ん
でいます。

東京都と区市町村が連携し、
徴収対策を集中して実施しています！

令
和
５
年
１
月
か
ら
軽
自
動
車
に
係
る

便
利
な
新
シ
ス
テ
ム
が
始
ま
り
ま
す

〇
軽
自
動
車
税
納
付
確
認
シ

ス
テ
ム
（
軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
）

　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

の
車
両
ご
と
の
納
付
情
報
を
、

軽
自
動
車
検
査
協
会
が
オ
ン

ラ
イ
ン
で
確
認
す
る
シ
ス
テ

ム
が
令
和
５
年
１
月
に
運
用

を
開
始
す
る
予
定
で
す
。

　
こ
の
軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
に
よ
り
、

継
続
検
査
窓
口
で
の
「
納
税

証
明
書
の
提
示
」
が
原
則
不

要
に
な
り
ま
す
。

＊
納
付
情
報
が
軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ

に
反
映
さ
れ
る
ま
で
一
定
の

日
数
が
か
か
り
ま
す
。

〇
軽
自
動
車
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

サ
ー
ビ
ス
（
軽
Ｏ
Ｓ
Ｓ
）

　
行
政
機
関
な
ど
の
窓
口
に

出
向
か
ず
に
、
申
請
・
申
告
・

納
付
の
各
種
手
続
き
を
パ
ソ

コ
ン
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・

タ
ブ
レ
ッ
ト
は
不
可
）
か
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
行
う
こ

と
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
現
在
は
「
継
続
検
査
手
続
」

が
対
象
で
す
が
、
令
和
５
年

１
月
か
ら
「
新
車
購
入
時
の

各
種
手
続
」
が
対
象
に
追
加

さ
れ
ま
す
。

＊
二
輪
・
原
付
・
小
型
特
殊

は
対
象
外
で
す
。

＊
軽
自
動
車
協
会
窓
口
で
の

「
車
検
証
な
ど
」
の
受
け
取
り

は
必
要
で
す
。
　

　
詳
細
は
、
町
ま
た
は
地
方

税
共
同
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課
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‐
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国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
み
な
さ
ん
へ

医
療
費
等
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の

み
な
さ
ん
に
、
ご
自
身
の
健
康

と
医
療
に
対
す
る
認
識
を
深
め

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
診
療

日
数
な
ど
の
受
診
内
容
に
誤
り

が
な
い
か
を
ご
確
認
し
て
い
た

だ
く
た
め
に
、
「
医
療
費
等
通

知
書
」
を
12
月
中
に
お
送
り
し

ま
す
。

　
今
回
の
お
知
ら
せ
は
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主
に
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11
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の
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に
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